
様式第１号（第５条関係）

（宛先）　和泉市長　あて 　

【申請にあたって同意していただく事項】

１．決定にあたって必要な範囲内で、申請者の住民記録情報、課税情報等の公簿を和泉市が閲覧及び調査すること。

２．保育施設等の入所申込をしているときは、当該申込の際に添付した書類を利用すること。

３．申請内容や同意して得た情報を補助金受給資格審査、補助金額の算定、その他の附帯業務のために和泉市が利用すること。

４．要綱に規定する内容を遵守すること。

以上のことに同意し、和泉市認可外保育施設利用者負担軽減補助金交付要綱第５条に基づき、以下のとおり申請します。

※入所待機開始年月日は、教育・保育給付認定申請書兼利用（調整）申込書の「保育の利用を希望する期間の開始年月日」を記入してください。

※補助の開始月は、入所待機開始月と認可外保育施設入所月のうち、最も後の月からとなります。

保育の利用を必要とする事由を選択してください。

今回補助金を申請する施設の利用期間を選択してください。

補助金の振込先を、以下に記載してください。

　※補助金の振込先口座は、申請者名義の口座に限ります。

◎裏面のチェックリストについても、ご確認ください。

□１．就労　　□２．妊娠・出産　　□３．疾病・障がい　　□４．介護・看護　　□５．災害・復旧

□６．求職活動　　□７．就学　　□８．育休　　□９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本店・支店
出張所

１．普通　　　　　　　　　　　２．当座　　　　　　　　　　３．その他（　　　　　　　）

□６．求職活動　　□７．就学　　□８．育休　　□９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保育を必要
とする事由

□

□

□

□

父

その他（　　　）

申請期間区分

４月から６月分

７月から９月分

口座名義人（カタカナ）

□

１月から３月分 □

金　融　機　関　名

交付申請額

申請
児童

□

□

ﾌﾘｶﾞﾅ

年　　　　　月　　　　　日　

母

その他（　　　）

続柄

年　　　　　月　　　　　日　
入所

年月日

年　　　　　月　　　　　日　

１０月から１２月分

和泉市認可外保育施設利用者負担軽減補助金交付申請書兼交付請求書

申請日          　　　年　　　月　　　日　

氏名

〒　　　　　　－

申請者
（保護者）

携帯

ﾌﾘｶﾞﾅ

　　　　　　　（　　　　　） 　　　　　　　　　　（　　　　　）

印

※自書の場合は押印不要です。

住所 和泉市

連絡先（電話番号） 自宅

在籍
施設

氏名

生年
月日

預金種別

口座番号

入所待機開始
年月日

必要とする事由

□１．就労　　□２．妊娠・出産　　□３．疾病・障がい　　□４．介護・看護　　□５．災害・復旧

銀行・信用金庫
信用組合・農協

「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書」に記載された
「特定子ども・子育て支援利用料の領収金額」に２分の１を乗じた額（１月あたり２０，０００円が上限）

和泉市

市外
（　　　　　　　）

施設
所在地

施設
名称



■申請にあたるチェックリスト（全項目を必ず確認のうえ、ご提出をお願いします。）

7

6

チェック欄

申請日の前年1月1日時点で和泉市に住民登録がありましたか。
※異なる場合は、住民登録のあった自治体が発行する課税証明書を世帯全員分添付してください。

＜育児休業復帰を条件に「就労」で入所申込みを行い、教育・保育給付認定を受けている方のみ＞
　復帰後の就労証明書は既に提出していますか。未提出の場合は添付してください。
　復帰されていない場合は、保育を必要とする事由がないため対象外となります。

＜就労先内定や事業開始予定で「就労」で入所申込みを行い、教育・保育給付認定を受けている方のみ＞
　就労開始後の就労証明書は既に提出していますか。未提出の場合は添付してください。
　就労されていない場合は、保育を必要とする事由がないため対象外となります。

1
補助対象となる認可外保育施設を月６４時間以上継続して利用していますか。
（企業主導型保育施設、事業所内保育施設、院内保育施設は対象外となります。）

「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書（利用施設が発行）」は添付していますか。

申請者と口座名義人は同一人物になっていますか。

お子様の年齢は申請年度の４月１日時点で３歳未満ですか。

住民税課税世帯になっていますか。
　（４～８月分は前年度、９～３月分は当該年度が課税世帯であることが補助要件になります。）

保育所等に入所申込みを行い、入所保留となっていますか。
　（辞退や育児休業の延長を許容したことによる保留は対象外となります。）
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